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横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正の概要 

 
１ 改正理由 
  これまで、横浜市個人情報の保護に関する条例第61条では、条例の適用除外について、

統計法及び統計報告調整法の規定を引用していました。統計法の全部改正及び統計報告調

整法の廃止に伴い、法令番号、用語等が変わるため、条例の一部を改正します。 
 
２ 改正の概要 

 横浜市個人情報の保護に関する条例第 61条 

【現行条例】 【改正条例】

第１号 基幹統計調査

(国) 一般統計調査

(地方公共団体)
その他統計法第52条第１項
に規定するもの

(日本銀行等) 地方公共団体が行う統計調査 第２号

第３号

第４号 市立図書館等 第３号

(保有せず)

市立図書館等

第２号
届出統計
調査

指定統計調査

承認統計調査

第１号

 
 

３ 統計法等で規定される個人情報を条例の適用除外対象としている理由 

(1) 統計法等に基づく統計調査等に関する個人情報は、統計処理され、個人が識別されな 

い形で使用することを前提としていること。 

(2) 統計法では、守秘義務や守秘義務違反の罰則など、個人情報保護に関する規定が定め

られていること。 

＊法改正により、守秘義務違反の罰則が強化されるだけでなく、いわゆる「かたり調査」 

に関する罰則も新設されるなど、一層の個人情報保護が図られています。 
 
４ 施行日 

平成21年４月 1日 

【理由】統計法の施行日と同日にする。 


